
       令和３年１１月１７日 

 (一社)東京都トラック協会多摩支部 NO.３２３ 

令和３年度版 点呼支援機器（ロボット点呼）等 

導入促進助成事業について 
 

東京都トラック協会（東ト協）では、全日本トラック協会（全ト協）が定める標記助成事業について、

以下のとおり東ト協会員事業者で中小企業者に対して、申請受付をすることとなりました。該当の機器

を導入される会員の皆様におかれましては、是非要件をご確認下さい。 

❖助成対象機器  
株式会社ナブシステムが開発した「ロボット点呼」（通称「ユニボ」）に関わるシステム機器一式

とする。令和３年４月１日以降に株式会社ナブアシスト、日本貨物運送協同組合連合会及び販売取扱店

等を通じて、新たに導入（サービスの利用を開始）したものを対象とする。 

 なお、令和４年２月２８日までの期間内に導入が完了し、助成金交付申請を行ったものに限る。 

また、国の補助金を受けているものは対象外。 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     ↑ ユニボ 

❖助 成 額 
対象となる点呼支援機器等の導入に要する費用を上限１０万円とし、年度内の申請台数は１事業

者あたり１台分を上限とする。（全日本トラック協会の予算額に達した時点で受付終了。） 

❖申請受付期間 
令和３年１１月１５日から令和４年２月２８日まで 

❖その他 

助成対象者及び申請方法・申請書類等につきましては、 

東京都トラック協会ホームページ内の助成金ページをご確認下さい。 

～助成金ページへのアクセス方法～ 

・ 東ト協本部 HP（ https://www.totokyo.or.jp/ ）にアクセス 

・ 「会員の皆様へ」をクリックした後、「助成金について」をクリック 

・ 「令和３年度 点呼支援機器等導入促進助成事業の実施について」をクリック 

お問い合わせ先：東京都トラック協会 業務部交通環境グループ 

☎０３－３３５９－３６１８ 

Ｑ：助成対象となる点呼支援機器を使用すれば、運行管理者不在でも 

点呼として認められるのか。 

Ａ：現在は、認められていません。国土交通省において点呼支援機器の 

実証実験が行われているところであり、同機器が点呼における確認、 

指示項目の一部又はすべてを代替可能か、機器の要件について検討 

されています。まずは、乗務後点呼について検証が行われており、 

その後、乗務前点呼についても検証が行われる予定です。 

https://www.totokyo.or.jp/

